
都城市債権回収等業務委託プロポーザル実施要領

１ 業務の目的

本業務は、都城市が有する債権のうち、回収困難となっている滞納債権について、極めて高い専門

的知識及びノウハウがあり、資格職として様々な権限を有する業者に、債権回収に関わる業務を委託

することにより、効率的な債権回収を行い、収納率の向上を図り、市民に対する公平性を確保し、健

全な行財政運営の確立を図ることを目的とするものである。

２ 業務の概要

（１）名称 都城市債権回収等業務

（２）場所 都城市姫城町６街区２１号及び受託者の事務所、並びに債務者の住所地

（３）内容 別紙１仕様書のとおり

（４）履行期間 令和８年１０月１日から令和１１年９月３０日まで（長期継続契約）

（５）提案上限成功報酬率 成功報酬率は、未収金回収実績額の２５％（消費税及び地方消費税相当額

を除く。）を上限とする。

※ 未収金回収実績額は、別表１委託予定債権一覧中債権額に回収率を乗じ

た額

３ プロポーザル方式等を採用する理由

本業務は、居所及び実態不明、折衝困難並びに通常訴訟が見込まれる等の回収困難案件について、

専門的な知識及びノウハウにより、効率的に債権回収を行い、収納率の向上や市民に対する公平性を

確保することが求められる。そのため、価格競争の視点のみにとらわれることなく、業務体制、業務

実績等、総合的な評価により決定することが望ましいため、公募型プロポーザル方式を採用する。

４ 業務スケジュール（予定）（実施日は、状況に応じて変更になる可能性あり。）

内 容 日 程

募集要項の公表 令和８年５月２２日（金）

参加表明書（様式第３号）受付期間（※）
令和８年５月２２日（金）から

令和８年６月１９日（金）まで

質疑の受付期間（※）
令和８年５月２２日（金）から

令和８年７月１７日（金）まで随時

参加資格確認結果通知（様式第４号）及び提案書提

出要請書（様式第１号）の送付

令和８年７月７日（火）

質疑への回答（※） 令和８年７月２１日（火）まで随時

提案書・見積書受付期間
令和８年７月７日（火）から

令和８年７月２４日（金）まで

プレゼンテーションに係る通知 令和８年７月３１日（金）

プレゼンテーション 令和８年８月１８日（火）

優先交渉者の審査結果通知書（様式第２号）の送付 令和８年８月２１日（金）



※ 質疑の受付及び回答、提案書の窓口受付については、土曜日、日曜日、祝日を除く平

日の午前８時４５分から午後４時３０分までとする。

５ 指名型か公募型の別

公募型

６ 参加資格要件

本業務のプロポーザル参加者は、次に掲げる要件をすべて満たしているものとする。

（１）弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第８条の規定により日本弁護士会連合会に備えた弁護士

名簿に登録された弁護士又は同法第３０条の２の規定による弁護士法人であること。

（２）弁護士法第５７条第１項第２号から第４号及び同条第２項第２号から第４号に規定する懲戒処分

を受けていないこと。

（３）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項に該当する者でないこと。

（４）会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき更生手続開始の申立がなされている者、破産

法（平成１６年法律第７５号）に基づき破産手続開始の申立がなされている者又は民事再生法（平

成１１年法律第２２５号）に基づき再生手続開始の申立がなされている者でないこと（再生手続き

開始決定がなされ、競争参加資格の再認定を受けたものを除く。）。

（５）都城市内に営業所を有する者は、市税等について完納していること。また、国税について滞納が

ないこと。

（６）役員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第

２号に規定する暴力団、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）又は

暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者でないこと。

（７）参加申込書の提出期限から優先交渉者の選定までの間に、都城市の競争入札において指名停止措

置を受けていないこと。

（８）令和３年度以降において、地方公共団体（５団体以上）の委託による本業務の内容と同種の業務

又は類似の業務を受託・履行した実績（平均回収率４０％）を有するものであること。

７ 技術提案書の作成要領

（１）業務内容

別紙３「技術提案書の作成要領」参照

（２）内容についての質問受付及び回答

ア 受付期間：令和８年７月１７日（金）まで随時。ただし、質問書を持参する場合は、午後４時

３０分までに持参するものとする。

イ 受付方法：質問書（様式第５号）を持参、郵送、電子メールで提出。

ウ 提 出 先：「１２ 問合せ先」と同じ。

エ 回答方法：令和８年７月２１日（火）午後５時までに、参加資格要件を満たした全ての事業者

に電子メールで回答する。

優先交渉者との協議 令和８年８月３１日（月）

契約締結日 令和８年９月中旬（予定）



８ 提出書類等

（１）参加表明書

ア 提出書類

（ア）参加表明書（様式第３号）

（イ）事業者概要（任意様式（パンフレット等も可））

（ウ）業務実績（様式第９号）

（エ）登記事項証明書（履歴事項全部証明書）

（オ）①法人の場合：役員等名簿兼同意書（都城市暴力団排除条例施行規則様式第１号）及び誓約

書（都城市暴力団排除条例施行規則様式第６号）

②個人の場合：誓約書兼同意書（同規則様式第２号）（個人の場合）

（カ）印鑑証明書

（キ）決算報告書（直近１年分）

（ク）納税証明書（直近１年分）

ａ「消費税及び地方消費税」について未納税額のない証明書（最寄の税務署で発行）

ｂ都城市税の滞納のない証明書（都城市内に本店又は営業所を有する法人等の場合）

※（ウ）から（キ）までについては、委託者が競争入札参加有資格事業者名簿に登載されてい

る場合は省略できる。

イ 提出期間

令和８年５月２２日（金）から令和８年６月１９日（金）まで

ウ 受付時間

午前８時４５分から午後４時３０分まで。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律

（昭和２３年法律第１７８号）に定める休日は除く日（以下「平日」という。）とする。

エ 提出方法

持参又は書留郵送により「１２ 問合せ先」に提出するものとする。

なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日の

受付時間内必着とする。

オ 提出部数

１部

カ 一次審査の実施

参加事業者が５者を超えた場合は、受託した団体数及び平均回収率を含む実績による一次審査を

行い、上位５者を選定する。合計が同じである場合は、選定委員会の多数決により選定する。

キ 参加申込の結果通知

参加申込の結果について、令和８年７月７日（火）に通知する。

ク 辞退届の提出

参加表明書提出後、プロポーザルへの参加を辞退する者は、辞退届を次に掲げる方法で提出する

こと。なお、この場合において、その他の事業において不利益を受けることはないものとする。

（ア）提出書類

辞退届（様式第６号）

（イ）提出期限

令和８年７月７日（火）から令和８年７月２４日（金）まで



（ウ）受付時間

平日午前８時４５分から午後４時３０分まで

（エ）提出方法

持参又は書留郵送により「１２ 問合せ先」に提出するものとする。

なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了

日の受付時間内必着とする。

（２）技術提案書

ア 提出書類

（ア）技術提案書等提出書（様式第７号）

（イ）会社概要（様式第８号）

（ウ）業務実施体制（任意様式）

（エ）技術提案書（任意様式）

（オ）見積書及び内訳書（様式１０号）

※ 見積書と内訳書については、左端２ヶ所をホッチキスで留めて、割印を押印すること

イ 提出期間

令和８年７月７日（火）から令和８年７月２４日（金）まで

ウ 受付時間

平日午前８時４５分から午後４時３０分まで

エ 提出方法

持参又は書留郵送により「１２ 問合せ先」に提出するものとする。

なお、持参する場合は、受付時間内に持参するものとし、郵送する場合は、提出期間の終了日

の受付時間内必着とする。

オ 提出部数

正本１部、副本５部（副本は複写でも可とします。）

９ 審査方法

（１）選定委員会の設置

都城市プロポーザル方式等の実施に関する要綱（平成２４年度告示第２５４号。以下「プロポー

ザル要綱」という。）第７条及び第８条に基づき、都城市債権回収等業務委託者選定委員会を設置す

る。なお、委員は、次表に掲げるとおり組織する。

（２）審査方法

各提案者から提出された技術提案書を、別紙４「審査基準」に基づいて審査し、採点する。総合

的な評価が最も高い提案者を優先交渉者として選定する。基準点は６０点とし、平均評価点数が６

番号 所属 役職

１ 総務部 部 長

２ 総務部納税管理課 課 長

３ 総合政策部人口対策課 課 長

４ 土木部住宅施設課 課 長

５ 教育委員会事務局学校給食課 課 長



０点未満の提案者は、選定対象としない。

評価点の合計が同点の場合は、選定委員会の多数決により選定する。

なお、提案者が１者の場合でも当該審査は実施し、基準点以上の評価点を得た場合、優先交渉者

として選定する。

ア プレゼンテーション及びヒアリングによる審査

提案者（一次審査を実施した場合を含む。）を対象にプレゼンテーション及びヒアリングも実施

する。

① 開催予定日

令和８年８月１８日（火）

② 審査体制

選定委員会が行う。

③ プレゼンテーションへの参加者

参加人数は、１提案者につき３名以内とする。

④ 実施方法

プレゼンテーションは、技術提案書等の説明と表現を補足するための追加説明とし、その後、

選定委員会によるヒアリングを実施する。

実施時間は、原則として、１提案者につき３０分程度とし、説明時間を１５分、ヒアリング（質

疑応答）を１５分程度とするが、参加者数等の状況によって変更となる場合もある。

プレゼンテーションの内容は、事前に提出した提案書に基づくものに限り、新たな内容の資料

提示は認めない。

イ 注意事項

説明時、提案者の名称が特定できるような表現及び対応はしないこと。

（３）評価項目及び評価基準

別紙４「評価項目及び評価基準」のとおり

（４）審査結果の通知

プロポーザル要綱第１２条第２項の規定に基づき、全ての提案者に対して、審査結果通知書（様

式第２号）により通知するものとする。この場合において、優先交渉者にならなかった者に対して

は、理由を付して通知する。

（５）審査結果の公表

審査結果について公表の請求があったときは、秘密事項を除き、その内容を公表するものとする。

なお、企業ノウハウ等に属し秘密とすべき事項があれば、あらかじめ当該事項を技術提案書にお

いて特定し、委託者に指示すること。

１０ 契約に関する事項

（１）契約の締結

優先交渉者と都城市の間で、委託内容、経費等について再度調整を行い、協議が整った場合に契

約を締結する。

（２）契約保証金

契約締結に当たっては、受注者は都城市財務規則（平成１８年規則第６５号）第１１９条第１項

の規定に基づく契約保証金を納付しなければならない。ただし、同規則第１１９条第２項各号に該



当するときは免除とする。

（３）その他

ア 契約代金の支払いは、月払いとする。

イ 優先交渉者の選定後、特別な事情により契約を締結しない場合は、その理由を記載した辞退届

を提出すること。なお、この場合、次順位者を優先交渉者とする。

１１ その他

（１）次に掲げる事項に該当する場合、失格とする。

ア 提出期限までに技術提案書が到達しなかった場合及びプレゼンテーション審査に参加しなかっ

た場合

イ 見積金額が提案限度額を超えている場合

ウ 審査の公平性を害する行為があったと市が認める場合

エ その他優先交渉者として選定するにふさわしくないと市が認める場合

（２）本プロポーザルに係る参加事業者側の費用は、すべて参加事業者の負担とする。

（３）技術提案書及び見積書は１者につき１提案に限る。

（４）提出された技術提案書等は返却しない。

（５）提出された技術提案書等は、優先交渉者選定以外の目的では使用しない。ただし、情報公開請求

があった場合には、都城市情報公開条例（平成１８年条例第２８号）に基づき対応する。

（６）提出のあった書類は、選定作業において必要な範囲で複製する場合がある。

（７）技術提案書の提出後、その内容について不明点等があった場合、本市より質問する場合がある。

（８）提出期限以降における技術提案書の差し替え及び再提出は認めない。ただし、市が指示した場合

は除く。

（９）提出された技術提案書等に虚偽の記載をした場合は、技術提案書等を無効とするとともに、入札

参加資格停止等の措置を行うことがある。

１２ 問合せ先

〒885-8555

宮崎県都城市姫城町６街区２１号

都城市役所総務部納税管理課 担当：瀬戸・小田口

直通電話 ０９８６－２３－２１２６

ＦＡＸ ０９８６－２３－６３４９

Ｅメール nouzei@city.miyakonojo.miyazaki.jp

mailto:nouzei@city.miyakonojo.miyazaki.jp

